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計画申請主体 補助対象事業者

区分1で交付申請前に行うこと

事務局より計画採択のメール通知が届いた後に交付申請
へ進むことができます。区分1(観光地の販路拡大・マーケ
ティング強化)で複数の補助対象事業者で実施する計画
を申請していた計画申請主体は、各補助対象事業者のア
カウントの割り当てが必要になります。



各補助事業の担当割当 計画申請主体

事務局より計画採択のメール通知が届いた後に交付申請へ進むことができます。区分1で複数の補助対象事業者で実
施する計画を申請していた計画申請主体は、各補助対象事業者のアカウントの割り当てが必要になります。

区分1で計画採択になった場合

計画申請主体のホーム画面に担当割当の案内が表示されます。

担当割当へ進むを押下し担当割当画面へ進んでください。

テスト伴走支援事業

テスト宿泊事業

自身の交付申請画
面へ進むことがえ
きます

sample@mail.net

パスワード設定
メールを再送する
ことができます

計画申請主体がそのまま補助事業を実施する場合は「自分で担当する」を選択し、他事業者が実施する場合は「担当者を招待する」を選択します。

「担当者を招待する」を選択した場合は、計画申請時に入力されている担当者のメールアドレスへアカウントパスワード設定通知が届きます。

割当後の変更はできませんので、お確かめのうえ選択をお願いします。

sample@mail.net

sample@mail.net

sample@mail.net

sample@mail.net
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計画申請主体に招待された補助対象事業者のアカウント登録 補助対象事業者

計画申請主体に招待された補助対象事業者は、アカウントのパスワード登録のメール通知より、パスワードの設定を
行ってください。アカウントIDと設定したパスワードで電子申請システムへログインし、交付申請を行ってください。

XXXXXX

https://kanko-hojyo-system-sample/000000_00000_0000000/html

アカウントID

こちらのURLよりパスワード
を設定してください。
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ログイン・アカウント認証 補助対象事業者

計画申請用アカウント登録時にメールで受け取ったアカウントIDと、ご自身で設定されたパスワードを入力してログ
インボタンを押してください。2段階認証をメールで受け取るを選択すると登録されたメールアドレスにアカウント
認証コードが届きますので、次の画面で認証コードを入力するとマイページにログインすることができます。

認証コードの

入力画面に遷移します

設定いただいたメールアドレスに

認証コードのお知らせが届きます

To sample@  

事務局_サンプル観光 様

認証コードの有効期限は10分です

10分以上経過した場合は

確認コードを再送し二段階認証を行ってください
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補助対象事業者

交付申請方法

電子申請システムのマイページにログイン、交付申請入

力フォームへの情報登録と必要書類の添付を行い申請い

ただきます。



交付申請へ進む
事務局より計画採択のメール通知が届いた後に交付申請へ進むことができます。区分2・3では、計画申請主体が補助対
象事業者となるため、そのまま交付申請へ進んでください。

ホーム画面の交付申請ボタンを押下し交付申請一覧

へ進んでください。または、左メニュー内の交付申請

一覧を押下しても同様の画面へ遷移します。

テスト伴走支援事業

テスト宿泊事業

一覧から入力したい申請を選択してください。
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交付申請入力フォームから申請を行う
交付申請入力フォームから必要事項を入力、書類の添付を行ってください。入力フォームは「補助事業に関する書類 - 
不動産項目」「導入するツールに関する情報」または「支援を受けたい専門人材に関する情報」の2ページがあります。

【全区分共通】のフォーム
事業者情報

口座情報は金融機関選択と必要事項を入力し
て、関連する書類を添付する

【区分①②】のフォーム
導入するツールに関する情報

修正がある場合は変更箇所と理由を記載する
ことで、ツールの修正できる項目のみが編集可
能になります。

支援を受けたい専門人材に関する情報

修正がある場合は変更箇所と理由を記載す
ることで、専門人材の修正できる項目のみ
が編集可能になります。

【区分③】のフォーム

「金融機関を選択」ボタンをクリックすると

ポップアップウィンドウが表示される

金融機関と支店を選択する
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計画申請に関する情報
交付申請入力フォームの各画面上部にある「計画申請に関する情報」を開くと、計画申請時に計画申請主体が申請した
情報を確認することが可能です。
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交付申請入力フォームの一時保存
画面下部の「次の入力へ進む」「前のページへ」「確認画面へ進む」ボタンをクリックし、画面遷移すると自動で一時保存
されます。一時保存した申請内容は、交付申請一覧から引き続き入力が可能です。
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入力内容の確認・編集
すべての入力が完了しましたら、入力内容の確認画面にお進みください。入力した情報や添付した書類に間違いがな
いかご確認いただき、「宣誓事項」にチェックを入れてから、送信ボタンをクリックしてください。

該当する申請内容を

編集することが可能

「宣誓事項」にチェックして

提出してください

※送信をすると、内容が変更できなくなります。

すべての申請内容に間違いがないかご確認の上、

送信をお願いします。
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交付申請完了
交付申請を送信すると、登録メールアドレス宛に事務局より交付申請受付メールが届きますのでご確認ください。

交付申請一覧から交付申請内容を確認することができます。

申請内容の確認及び審査を順次進めさせていただきます。なお、申請内容に関して追加の確認や不備のご連絡を事務
局から差し上げる場合がございます。

一覧の該当交付申請をクリックすると

申請済(交付審査待ち)の内容が確認できます
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補助対象事業者

交付申請の修正・再提出方法

ご提出いただいた交付申請を事務局にて確認し、申請内

容に関して不備がございましたら、電子申請システムよ

り修正依頼を送信いたします。


届いた修正依頼に沿って申請入力フォームを編集いただ

き、再提出をお願いいたします。



事務局からの修正依頼
ご提出いただいた交付申請を事務局にて確認し、申請内容に関して不備がございましたら、電子申請システムより修
正依頼を送信いたします。修正依頼はダッシュボードの「お知らせ」に通知が表示され、登録メールアドレス宛に交付
申請修正依頼メールが届きます。ご確認いただき「交付申請詳細」画面へ進んでください。

お知らせ通知をクリックして

「交付申請詳細」画面へ進む

0000-00

https://system.kanko-dx-hojo.go.jp/

URLをクリックして

「交付申請詳細」画面へ進む

※ホーム画面の「お知らせ」またはメールに記載
のURLより該当の「交付申請詳細」画面にアクセ
スすることができます。
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交付申請の修正内容確認と修正
修正依頼の「交付申請詳細」画面の下部に表示されている修正該当箇所とコメントをご確認いただき、「修正を入力す
る」ボタンをクリックして、「入力内容の確認」画面へ進んでください。■黄色で差戻しコメントが表示されている項目
のみ編集ができます。

事務局からの差戻しコメントと

修正が必要な項目をご確認ください

該当の申請フォームのページへ遷移

差戻しがされた項目のみ修正が可能です

修正内容の確認ができたら

「修正を入力する」ボタンをクリック
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交付申請の再提出
修正該当箇所の再入力が完了しましたら、「確認画面へ進む」をクリックし、確認画面で修正箇所が変更されているか
ご確認ください。内容に問題がなければ、画面下の「差戻コメント」を入力し、「送信」ボタンをクリックしてください。

送信後、登録メールアドレス宛に、事務局より交付申請再提出受付メールが届きますのでご確認ください。

該当のページへ戻るこ
とができます

修正箇所が反映されて
いるか確認してください
※計画申請から変更になっている箇所
は同様に赤で打ち消し線が入り、新し
い入力や貼付が緑で表示されています。

修正が完了したら確認画面へ進んでください

2ページ目へ戻ることが
できます

上の連絡事項を記入し、
交付申請を提出してくだ
さい
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交付決定

事務局の交付審査完了後に、電子申請システムより交付

決定通知を送信します。



交付決定通知の確認・ダウンロード
交付申請の審査の結果、交付が認められた場合は、電子申請システムより交付決定通知を送信します。 
通知が送信されると、ダッシュボードの「お知らせ」欄および登録メールアドレス宛に通知が届きます。 
内容をご確認のうえ、「お知らせ」または「交付申請詳細」画面から「交付決定通知書」画面へ進み、交付決定通知書をダ
ウンロードし、保管してください。

0000-00

お知らせ通知をクリックするか、交付申請詳細画面の「交付決定通知書
を表示・印刷する」をクリックすると「交付決定通知書」画面へ進みます
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